
参考２（別紙１）

旭川市福祉有償運送運営協議会の協議案件に係る事務処理等要領 新旧対照表

旧 新（案）

旭川市福祉有償運送運営協議会の協議案件に係る事務処理等要領

第１条 ～ 第２条 （略）

（運送団体の確認）

第３条 （略）

⑴ ～ ⑼ （略）

（新設）

⑽ 法人格を有しない社団（営利を目的としない・・・（略）・・・

（運送対象旅客の確認）

第４条 福祉有償運送の対象となる旅客は，次の各号に掲げる者のうち他人

の介助によらずに移動することが困難であると認められ，かつ，単独でタ

クシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者であって，規則第

５１条の２５に規定する福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者が備

える旅客名簿に記載されている者及びその付添人とし，事務局は，当該旅

客の障害等の・・・（略）・・・

第５条 ～ 第１０条 （略）

旭川市福祉有償運送運営協議会の協議案件に係る事務処理等要領

第１条 ～ 第２条 （略）

（運送団体の確認）

第３条 （略）

⑴ ～ ⑼ （略）

⑽ 労働者協同組合

⑾ 法人格を有しない社団（営利を目的としない・・・（略）・・・

（運送対象旅客の確認）

第４条 福祉有償運送の対象となる旅客は，次の各号に掲げる者のうち他人

の介助によらずに移動することが困難であると認められ，かつ，単独でタ

クシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者であって，規則第

５１条の２９に規定する福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者が備

える旅客名簿に記載されている者及びその付添人とし，事務局は，当該旅

客の障害等の・・・（略）・・・

第５条 ～ 第１０条 （略）
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（運行管理体制等の確認）

第１１条 （略）

２ ５両以上の自動車を運行管理する場合は，次の各号に掲げる要件のいず

れかを備える・・・（略）・・・

⑴ ～ ⑶ （略）

（新設）

（新設）

第１２条 ～ 第１３条 （略）

附 則

この要領は平成２８年１２月１２日に施行する。

附 則

この要領は，令和３年２月８日から施行し，令和２年１１月２７日から適

用する。

（運行管理体制等の確認）

第１１条 （略）

２ ５両以上の自動車を運行管理する事務所（以下「特定事務所」という。）

の場合は，次の各号に掲げる要件のいずれかを備える・・・（略）・・・

⑴ ～ ⑶ （略）

⑷ 前２号に掲げる者と同等以上の能力を有するものとして国土交通大臣

が認める要件を備える者 １９両まで１人，以降２０両ごとに１人

３ 特定事務所の場合は，運行管理責任者が国土交通大臣が告示で定める講

習を受講することについて，運行管理責任者に就任する予定の者の宣誓書

により確認する。

第１２条 ～ 第１３条 （略）

附 則

この要領は，平成２８年１２月１２日に施行する。

附 則

この要領は，令和３年２月８日から施行し，令和２年１１月２７日から適

用する。

附 則

この要領は，令和５年１月２３日から施行し，令和４年１０月１日から適

用する。


